
令和４年４月８日 

〒１５１−８５８６ 

東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２６番７号 

日本共産党 幹部会委員長 志位和夫 殿 

同 機関紙編集委員長 小木曽陽司 殿 

 

首都圏青年ユニオン連合会 

公 開 質 問 状 

 

 冠省 馬塲亮治氏と首都圏青年ユニオンとの間で係争いたしました事件に関して、御党

の機関紙である赤旗に本件記事が掲載された経緯について、当組合は、以下のとおり質問い

たしますので、誠意あるご回答の程よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

１ 掲載判断について 

  御党機関紙に、馬塲亮治特定社労士事件に関する記事が掲載されましたが、 

請求棄却記事のみが掲載をされたのはいかなる判断に基づき、掲載をされたの 

かご回答ください。 

 訴訟提起段階から現在係争中の海外訴訟まで掲載されているならいざ知らず、 

専従者個人が被告であったことも伝えず、首都圏青年ユニオン勝訴の記事だけ 

が紙面を躍る状況は、首都圏青年ユニオンに肩入れをしていることは明白です。 

 

２ 御党と首都圏青年ユニオンの関係性について 

  首都圏青年ユニオンは表面的には、御党との関係について言及を致しており 

ませんが、顧問弁護団の受任案件の重複や１に述べたような明白な肩入れ等、 

御党と首都圏青年ユニオンの蜜月関係が感じ取れます。つきましては、首都圏 

青年ユニオンは、御党の指導関係にあるのか、支援関係にあるのかをご教示く 

ださい。 

 

３ 御党から首都圏青年ユニオンへの資金供与について 

１及び２で述べてきましたように、御党と首都圏青年ユニオンは極めて密接 

な関係にあると考えております。 

 そこで、御党から首都圏青年ユニオンに対して、何らかの資金面での支援は 

御座いますでしょうか？ 

 直接資金供与はなくとも、有形無形の支援がございますか？（例：今回の機 

関紙掲載によるプロパガンダなど） 

 

 

以上３点に関して質問致しますが、何卒、誠意ある回答をお待ちしております。 

以 上 


